
二
〇
一
一

平
成
二
十
三

年

三
月
の
福
島
第
一
原
発
事
故
を

巡
り

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪

で
強
制
起
訴
さ
れ
た
東
京
電
力

の
勝
俣
恒
久
元
会
長
七
九
ら
旧

経
営
陣
三
被
告
に
、
東
京
地
裁

（
永
渕
健
一
裁
判
長
）
は
十
九

日
、
い
ず
れ
も
無
罪
（
求
刑
禁

錮
五
年
）
の
判
決
を
言
い
渡
し

た
。
三
人
と
も
無
罪
を
主
張
し

て
い
た
。
事
故
か
ら
八
年
半
を

経
て
、
刑
事
責
任
が
否
定
さ
れ

た
。他

の
二
人
は
武
黒
一
郎
元
副

社
長
七
三
と
武
藤
栄
元
副
社
長

六
九
。
主
な
争
点
は
①
大
津
波

を
具
体
的
に
予
見
で
き
た
の
か

②
事
故
を
防
ぐ
こ
と
は
可
能
だ

っ
た
の
か
―
だ
っ
た
。

検
察
官
役
の
指
定
弁
護
士

は
、
国
の
地
震
予
測
「
長
期
評

価
」
に
基
づ
い
た
最
大
一
五
・

七
㍍
の
津
波
試
算
が
〇
八
年
に

は
出
て
お
り
、
予
見
は
で
き
た

と
指
摘
。
「
津
波
に
関
す
る
詳

細
か
つ
最
新
の
情
報
を
収
集

し
、
原
発
を
止
め
た
り
、
安
全

対
策
を
取
っ
た
り
す
る
義
務
が

あ
っ
た
の
に
、
怠
っ
た
」
と
主

張
し
た
。

一
方
、三
人
は
い
ず
れ
も
「
長

期
評
価
に
は
信
頼
性
が
な
く
、

予
見
で
き
な
か
っ
た
」
と
反
論
。

想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
規
模

の
地
震
と
津
波
で
、
事
故
は
防

げ
な
か
っ
た
と
訴
え
た
。

起
訴
状
で
は
、
大
津
波
を
予

見
で
き
た
の
に
対
策
を
怠
り
、

一
一
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災

に
よ
る
津
波
の
浸
水
で
原
発
の

電
源
が
喪
失
。
水
素
爆
発
が
起

き
、
長
時
間
の
避
難
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
双
葉
病
院（
大
熊
町
）

の
入
院
患
者
ら
四
十
四
人
を
死

亡
さ
せ
る
な
ど
し
た
と
し
て
い

る
。検

察
は
不
起
訴
と
し
た
が
、

市
民
で
構
成
す
る
検
察
審
査
会

の
判
断
に
基
づ
き
一
六
年
二
月

に
強
制
起
訴
さ
れ
た
。

福
島
第
一
原
発
事
故
を
め
ぐ
る
強
制
起
訴
裁
判
の
判
決
公
判
の

た
め
東
京
地
裁
に
入
る
東
京
電
力
の
（
右
か
ら
）
勝
俣
恒
久
元

会
長
、
武
黒
一
郎
元
副
社
長
、
武
藤
栄
元
副
社
長
‖

日
午
前

東
京
電
力
の
元
会
長
ら
三
人

に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
十
九
日

の
東
京
地
裁
判
決
は
、
旧
経
営

陣
に
は
原
発
事
故
を
防
ぐ
義
務

を
怠
っ
た
過
失
は
な
か
っ
た
と

判
断
し
た
。
予
測
が
難
し
い
自

然
災
害
に
起
因
す
る
事
故
で
、

企
業
ト
ッ
プ
ら
の
刑
事
責
任
を

追
及
す
る
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
を

示
し
た
。

今
回
の
ケ
ー
ス
で
過
失
が
認

め
ら
れ
る
に
は
、
事
故
の
予
見

と
回
避
が
い
ず
れ
も
可
能
だ
っ

た
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。

プ
ロ
の
法
律

で
あ
る
検
察

官
は
い
ず
れ
も
認
め
ず
、
嫌
疑

不
十
分
だ
と
し
て
起
訴
を
見
送

っ
た
。
し
か
し
、
市
民
か
ら
な

る
検
察
審
査
会
が
二
度
に
わ
た

り
起
訴
す
べ
き
だ
と
判
断
、
決

着
は
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
。

検
察
官
役
の
指
定
弁
護
士

は
、
東
電
が
国
の
地
震
予
測
を

基
に
し
た
大
津
波
の
試
算
を
得

て
い
た
こ
と
か
ら
「
万
が
一
に

も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
故
」

を
予
見
で
き
た
の
に
、
防
ぐ
義

務
を
怠
っ
た
と
主
張
。
三
人
は

予
測
の
信
頼
性
を
否
定
し
、
予

見
は
不
可
能
だ
っ
た
と
反
論
し

た
。国

が
個
人
に
刑
罰
を
科
す

以
上
、
有
罪
の
立
証
に
は
厳
密

さ
が
求
め
ら
れ
る
。
事
故
が
招

い
た
結
果
は
極
め
て
深
刻
で
重

大
だ
が
、
判
決
は
従
来
の
司
法

判
断
を
踏
襲
し
、
無
罪
と
の
結

論
を
導
い
た
。

自
然
災
害
起
因

予
見
に
難
し
さ
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東京電力

福島第一原発事故とは
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二
〇
一
一
（
平
成
二
十
三
）

年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震

災
発
生
後
、
東
京
電
力
福
島
第

一
原
発
を
推
定
約
十
三
㍍
の
津

波
が
襲
っ
た
。
原
子
炉
六
基
の

う
ち
、
１
〜
５
号
機
で
全
交
流

電
源
を
喪
失
し
、
原
子
炉
や
使

用
済
み
核
燃
料
プ
ー
ル
を
冷
却

で
き
な
く
な
っ
た
。
運
転
中
の

１
〜
３
号
機
で
炉
心
溶
融
（
メ

ル
ト
ダ
ウ
ン
）
が
起
こ
り
、
１
、

３
、
４
号
機
の
原
子
炉
建
屋
が

水
素
爆
発
で
損
壊
し
て
、
大
量

の
放
射
性
物
質
が
環
境
中
に
放

出
さ
れ
た
。

事
故
の
深
刻
度
を
示
す
国
際

評
価
尺
度
は
、
旧
ソ
連
の
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
並
び

史
上
最
悪
の
「
レ
ベ
ル
７
」
と

さ
れ
た
。

水素爆発で白煙を上げる東京電力福島第一原発３号機（左）。中央奥は４号機（東京電力提供）‖2011年３月15日
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東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事

故
を
巡
り
、
福
島
原
発
告
訴
団

な
ど
は
二
〇
一
二
（
平
成
二
十

四
）
年
六
月
、
業
務
上
過
失
致

死
傷
容
疑
で
政
府
首
脳
や
東
電

経
営
陣
ら
を
告
訴
・
告
発
し

た
。東

京
地
検
は
二
〇
一
三
年
九

月
、
過
失
責
任
は
な
い
と
し
て

告
訴
・
告
発
さ
れ
た
四
十
二
人

全
員
を
不
起
訴
処
分
と
し
た
。

告
訴
団
は
こ
の
う
ち
六
人
に
絞

っ
て
審
査
を
申
し
立
て
た
。
東

京
第
五
検
察
審
査
会
（
検
審
）

は
二
〇
一
四
年
七
月
、
勝
俣
恒

久
元
会
長
七
九
、
武
黒
一
郎
元

副
社
長
七
三
、
武
藤
栄
元
副
社

長
六
九
の
東
電
旧
経
営
陣
三
人

を
起
訴
相
当
と
議
決
し
た
。

地
検
は
再
び
不
起
訴
処
分
と

し
た
が
、
検
審
は
二
〇
一
五
年

七
月
に
三
人
を
起
訴
す
べ
き
と

再
議
決
。
裁
判
所
か
ら
指
定
さ

れ
た
弁
護
士
が
検
察
官
役
と
な

り
、
双
葉
病
院
の
患
者
や
介
護

老
人
保
健
施
設
「
ド
ー
ヴ
ィ
ル

双
葉
」
の
入
所
者
合
わ
せ
て
四

十
四
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
し

て
、
二
〇
一
六
年
二
月
に
業
務

上
過
失
致
死
傷
罪
で
三
人
を
強

制
起
訴
し
た
。

二
〇
一
七
年
六
月
に
初
公
判

が
開
か
れ
て
以
降
、
こ
れ
ま
で

に
東
電
関
係
者
や
専
門

二
十

一
人
の
証
人
尋
問
、
三
人
の
被

告
人
質
問
な
ど
を
行
っ
た
。
昨

年
十
二
月
の
論
告
求
刑
公
判

で
、
指
定
弁
護
士
は
三
被
告
そ

れ
ぞ
れ
に
法
定
刑
の
上
限
と
な

る
禁
錮
五
年
を
求
刑
。
今
年
三

月
に
最
終
弁
論
を
行
い
、
結
審

し
た
。

被
告
人
の
弁
護
士
と
検
察
官

役
の
指
定
弁
護
士
は
①
大
津
波

を
予
見
で
き
た
の
か
②
国
が
公

表
し
た
地
震
予
測「
長
期
評
価
」

の
信
頼
性
③
対
策
を
取
れ
ば
事

故
を
防
げ
た
の
か
―
の
三
点
を

主
な
争
点
と
し
て
争
っ
て
き

た
。起

訴
状
や
公
判
で
の
指
定
弁

護
士
の
状
況
詳
述
な
ど
に
よ
る

と
、
双
葉
病
院
の
入
院
患
者
ら

四
十
四
人
の
多
く
は
寝
た
き
り

の
高
齢
者
で
、
警
察
や
自
衛

に
よ
る
救
出
は
放
射
線
量
が
急

上
昇
し
た
り
、
情
報
が
錯
綜
（
さ

く
そ
う
）し
た
り
し
て
難
航
し
、

五
日
近
く
か
か
っ
た
。
受
け
入

れ
先
の
確
保
に
も
手
間
取
り
、

患
者
は
バ
ス
で
長
時
間
に
わ
た

っ
て
搬
送
さ
れ
る
な
ど
し
、
そ

の
途
中
や
搬
送
先
で
死
亡
し

た
。

強
制
起
訴
裁
判
は
公
判
の
第

三
十
回
か
ら
第
三
十
三
回
に
か

け
て
被
告
人
質
問
が
行
わ
れ

た
。
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
大

津
波
の
予
見
可
能
性
を
巡
り
、

東
電
旧
経
営
陣
の
三
人
は
い
ず

れ
も

予
見
で
き
な
か
っ
た

と

主
張
。
検
察
官
役
の
指
定
弁
護

士
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。

勝
俣
元
会
長
は
二
〇
〇
九

（
平
成
二
十
一
）
年
二
月
の
社

内
会
議
で
当
時
、
原
子
力
設
備

管
理
部
長
だ
っ
た
故
吉
田
昌
郎

氏
（
元
福
島
第
一
原
発
所
長
）

か
ら
「
十
四
㍍
の
津
波
が
来
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
人
も
い

る
」と
の
発
言
を
聞
い
て
い
た
。

し
か
し
、
「
対
策
を
講
じ
る
ま

で
の
信
ぴ
ょ
う
性
を
感
じ
な
か

っ
た
」
と
証
言
し
た
。

武
黒
元
副
社
長
と
武
藤
元
副

社
も
最
大
で
一
五
・
七
㍍
の
津

波
が
原
発
敷
地
を
襲
う
と
す
る

試
算
結
果
の
報
告
を
部
下
か
ら

受
け
て
い
た
が

い
ず
れ
も
証

言
で

試
算
の
根
拠
と
な
っ
た

長
期
評
価
は
専
門

で
も
意
見

が
分
か
れ
て
い
る
」
「
長
期
評

価
に
は
科
学
的
信
頼
性
が
な

い
」
な
ど
と
発
言
し
た
。

■

原
発
事
故
強
制
起
訴
の
経
過

■

莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢

莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢

莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢

　（２）　（２）




